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国立大学法人三重大学事業報告書

「Ⅰ はじめに」

２０年度では、国立大学法人評価委員会及び大学評価・学位授与機構による評価のため、

１６年度～１９年度における本学の諸活動について自己点検・評価を行った。その過程で、中

期目標・中期計画の達成に向けての諸課題の解決、種々の戦略的・機動的運営体制のさらな

る整備と中期計画に沿った諸取組を進展した。以下は、２０年度に展開した主要な取組の概

要である。

１．業務運営の改善及び効率化

(1)運営体制の改善

・学長のリーダーシップの下、大学マネージメントセミナー（財務編、企画・戦略編、教育

編、研究編、リスクマネジメント編）に計１１名が参加した。また、本学名誉博士（企業経営

者）による講演「企業の社会的責任」を開催し、役員・幹部職員等の意識改革を図った。

・学長による「業務改善活動ワークショップ」を開催し、管理職員における業務改善に対す

る意識改革を促した。

・内部監査の一環として、１８・１９年度の監事監査における意見の履行状況に対するフォロ

ーアップを実施した。

(2)教育研究組織の見直し及び大学間連携の推進

・地域における医師不足解消を目的に医学部の入学定員を１０名増加し、１２０名とした。

・分離融合型の独立大学院として、地域の産業界が求める即戦力型人材の育成を目的とし

た独立大学院地域イノベーション学研究科（博士前期課程１０名、後期課程５名）を設置

することとし、２１年４月開設に向け学生募集要項、入学試験、シラバス等の準備を進め

た。

・２１年３月に農業別科を廃止し、２１年度から、生物資源学部に社会人を対象とした農業・

林業・水産業に係る体系的な学習の機会を提供するため、「生物資源学部特別支援プロ

グラム」を開設することとした。

・２０年１１月に、伊賀市等との連携の下、伊賀地域を中心とした文化、教育、学術、経済及

び社会の進展を図るため、創造開発研究センター伊賀研究拠点を設置した。

・「女性研究者支援モデル育成」事業を展開するため、三重県内の理系女性研究者が在籍

する６研究機関（鈴鹿医療科学大学、鈴鹿工業高専、四日市大学、鳥羽商船高専等）との

緊密な連携の下で実施した。

・「戦略的大学連携支援事業」として、医・薬・看の総合教育連携を図り、共同で臨床薬学

教育プログラムを開発・推進し、優れた薬剤師養成教育を実施するため、名古屋市立大学

を代表校とし、岐阜薬科大学、鈴鹿医療科学大学、浜松医科大学等１１大学と連携協定

書を締結した。

・和歌山大学及び鈴鹿医療科学大学と連携協議会を開催し、教員免許状更新講習での協

力、学生・教職員へのメンタルヘルスケア、共同大学院の設置や学生の実習等について
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意見交換を行った。

(3)人事の適正化

・本学における年俸制の在り方・基本方針について検討を行い、関係規程を整備し、創造

開発研究センター伊賀研究拠点の准教授を年俸制適用職員として採用した。

・外国人教員の雇用促進について、各学部等の採用見通しや増加策について検討し、２１

年４月から外国人の特任教員（教育担当）を各学部等で６名採用することとした。

・男女共同参画推進委員会を設置し、全学的に男女共同参画社会の実現に向けて積極的

に取り組むことを宣言するとともに、本学ＨＰに掲載し、積極的に取り組むことを学外にも

アピールした。さらに、「女性研究者支援室」を設置し、女性研究者の育成・増加に向けて

の啓発講演会・シンポジウム等の諸活動を展開した。

・教育職員の人事制度に関する検討ワーキンググループを設置し、任期制の拡充、助教へ

のテニュア・トラック制の導入等について検討し、２１年４月開設の大学院地域イノベーショ

ン学研究科の全教員に任期制を適用することとした。

・教育職員の教育研究活動に関する評価として、全学評価委員会において、各部局の教員

個人評価の内容について審議し、学長が総合的な観点から評価結果の確定を行った。ま

た、部局長に対する評価と併せて評価制度の見直しを行った。

・放送大学利用による修士課程の授業科目の受講、事務情報化研修会、接遇研修、初任

者研修を実施するとともに、東海地区国立大学法人等基礎研修・中堅研修・技術職員合

同研修・リーダーシップ研修などに、積極的に参加させた。

・一般職員の評価については、評価の実施時期、評価シートの種類・項目等の見直し、管

理職員については本格的評価、一般職員については試行評価として目標評価及び行動

評価を行った。また、管理職員を対象とした、部下からの評価を実施した。

・総人件費削減計画として策定した平成２０年度人員人件費管理計画に基づき、教育職員

及び事務職員を削減し、平成１７年度人件費予算相当額から４％削減した額以下に抑制

した。

(4)事務等の効率化・合理化

・一般職員による業務改善活動報告会を開催し、優秀グループを表彰し、業務改善活動の

充実･定着化を図った。

・業務改善推進グループによる業務改善活動のマニュアルを昨年の「活動啓発編」に引き

続き、「目標設定編」、「実行・確認編」、「見直し・標準化編」を作成し、事務系全職員に

配布し、業務改善活動に向けた一人ひとりの意識改革を促した。

・不用物品のリサイクルシステム、複写サービス契約や保全業務契約の１元化を行い契約

事務等の簡素化を図った。

・定型業務等の一元的な支援体制の確立、高年齢者雇用安定法・障害者雇用促進法への

対応等のため、「定型業務等運営・支援センター」を２１年４月に設置することとした。

２．財務内容の改善

(1)外部研究資金その他の自己収入の増加

・外部資金の獲得状況では、１６年度以降、科学研究費補助金や競争的研究資金等の獲

得額が順調に増加し、共同研究・受託研究・奨学寄付金も含めた総額は前年度比で５％
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の増収が図れた。

・ 「自律的な自己収入確保の拡大等検討会」で具体的な増収策を検討した結果、１６年度

実績より12,519千円の増収が図れた。

(2)経費の抑制

・目標チャレンジ活動による業務改善の取組み、古紙循環サイクルの確立、不要物品のリ

サイクルシステムの導入、複写サービス契約の一本化等により、電気料８．５％減、定期刊

行物購入費１０％減、消耗品費３．４％減を達成した。

(3)資産運用管理の改善

・施設・設備の維持管理を効率的に行うため、２１年度から、１０の保全業務を一元化・複数

年契約（３年契約）とし、勤務時間外のトラブルに対する応急対応及び利用者へのサービ

ス向上（安全・安心）行うこととした。

３．自己点検・評価及び情報の提供

(1)評価の充実

・１６年度から１９年度における本学諸活動に対する国立大学法人評価委員会及び大学評

価・学位授与機構による評価結果（案）を分析し、「今後の自己点検評価の進め方に関す

る基本方針」の改訂や次期中期目標・中期計画（素案）策定に反映させる等、ＰＤＣＡマネ

ージメントサイクルを展開した。

(2)情報公開等の推進

・広報誌「三重大Ｘ」やホームページに加えて、新たにメールマガジンを発行するとともに、

学長ブログを新設（アクセス数：10万件以上）するなど充実した情報内容や速報性の高い

発信を行った結果、本学に関連する新聞記事が７００件以上となった。

４．その他の業務運営に関する重要事項

(1)施設設備の整備・活用等

・全学を対象とした環境ISO14001の継続審査を受け、認証継続を確認した。

・本学の３Ｒ（ reduce、 reuse、 recycle）推進活動に対して、環境省「容器包装３Ｒ推進環境大

臣賞」優秀賞（地域の連携・協働部門）を受賞した。

・「環境報告書2008」が環境省と（財）地球・人間環境フォーラムが実施する第１２回環境コ

ミュニケーション大賞「環境配慮促進法特定事業者賞」及び（株）東洋経済新報社が実施

する第１２回環境報告書賞・サステナビリティ報告書賞」の「公共部門賞」を受賞した。

・ユニバーサルデザイン基本計画を作成するとともに、スペースマネジメント、特定科学物

質障害予防保全対策、耐震対策、バリアフリー整備、都市ガス配管の耐震化等、安全な

施設管理と利用を行った。

(2)安全管理

・自然災害への対応として、災害対策ワーキンググループを設置し、緊急地震速報等に対

応した学内情報伝達設備の導入や防災にかかる今後の課題等について検討した。

５．教育に関する活動状況

(1)教育成果等
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・教育成果に関しては、学生、大学院生による授業評価や教育満足度調査、卒業生・修了

生・企業等に対するアンケート調査を実施し、評価結果を公開するとともに、改善内容を

学生に回答した。

・工学部と生物資源学部によるJABEE認定技術教育プログラムの拡充、TOEICの活用、医

学部学生のための全国共用試験（CBT、OSCE）の実施等、国際基準を満たす教育法や評

価法を積極的に導入した。

(2)教育内容等

・共通教育カリキュラムでは、教育目標の「４つの力」、すなわち感じる力・考える力・生きる

力・コミュニケーション力の育成を目指して、豊かな教養を育成するため、「法則の探究」

「大学とキャリア形成」「創造と知的財産」「英語による国際教育科目」等の授業群を充実さ

せた。特に、「環境資格教育プログラム」授業群は、学部の授業も含めた体系的な履修を

求めるとともに、環境資格取得と関連させた特色ある取組であり、文科省の教育GPにも採

択された。

・教育目標そのものを学ぶ「４つの力スタートアップセミナー」開設の整備、情報ネットワーク

・倫理・セキュリティ等を学ぶ「情報科学基礎」の全学統一実施、さらには補助教材「大学

生のためのレポート作成ハンドブック」の無償配布等、教育の質保証に向け、初年次教育

を充実させた。

・理系基礎教育科目については、習熟度の低い学生を対象とした補習教育も実施し、修学

面での学生支援にも配慮した。

・教育指導方法では、PBL（問題発見解決型授業）やMoodle（授業管理支援型eラーニング

システム）をテーマとして、全学FDを２回にわたって実施するとともに、授業への助言や資

金援助を行う「PBL教育支援プログラム」を実施した。また、「PBL実践マニュアル」や「Moo

dleを使ってみよう」等のマニュアルも制作・配布する等により、PBL、Moodleを利用した授

業は、それぞれ200科目以上、760科目へと増加し、学生主体型教育はさらに進展した。

(3)教育の実施体制等

・教育の実施体制として、高等教育創造開発センターに入試関連の２部門を増設し、訴求

力の高い広報の推進、入試動向に関する教員の理解を深めるFDの開催、選抜方法検討

に用いる入学者追跡調査システムの開発を進めた。

・共通教育センターでは、特任教員を採用してキャリア教育を15科目へと大幅に充実させ

た。また、実践英語教育でも、特任教員を４名に増員して、中・上級23クラス、及び再履修

20クラスの設置、TOEIC自習システム実施、TOEIC-IPスコアに応じたクラス編成等、教育

体制を充実させた。

・創意に溢れた教育プロジェクトを支援する「三重大学教育GP」制度の実施（９件採択）、文

部科学省教育GPへの申請（２件採択）等、教育改善に向けて組織的に取組んだ。

(4)学生への支援

・学生支援については、就職ガイダンスや就職相談会の開催（合計22回、学生延べ参加者

数4,912名）、企業インターンシップの実施（107機関、学生235名参加）等、就職支援を充

実させた。

・「デートDV講演会」、マイクロソフトOfficeソフト提供、「学生生活ハンドブック」配布等、大

学生活への支援を充実させた。
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・課外活動については、「合宿施設等予約管理システム」の導入、「クラブ・サークル顧問教

員指針」の作成、AED研修会、安全対策セミナー等、環境整備及び事故防止支援を充実

させた。

(5)大学院課程

・大学院課程では、工学研究科修士課程での「創成工学コース」の新設、生物資源学研究

科によるインドネシア・スリウィジャヤ大学大学院作物科学研究科とのダブルディグリー修

士プログラムの制定、医学系研究科の「国際推薦制度による留学生教育の実質化（大学

院GP採択）」プログラムの制定等、学際的・国際的なカリキュラムを拡充した。

・他大学院研究科又は他学部等の授業科目が履修できる制度を開始して、研究科、専攻

の枠を超えた学びを可能とした。

６．研究に関する活動状況

(1)研究水準及び研究の成果等

・１６年度に開始した世界トップレベルの研究プロジェクトを支援する「三重大学COE」では、

「炎症性血管病変の分子病態解明等に関する研究」で国際学会賞受賞をはじめ、オーダ

ーメイド予防医療用基盤データベース構築、全固体ポリマーリチウム二次電池プロトタイプ

の開発等の世界水準の科学研究成果に加えて、国際共同件数、学術論文数、外部資金

獲得等も続伸しており、大学全体として研究活動の活性化に事業成果が顕れた。

・三重県内を中心とした中小企業との共同研究件数は全国でもトップクラスを維持するとと

もに、１９年度実施の共同研究先への満足度アンケート調査では、「相手先の90%が満足し

ている」との集計結果となる等、外部資金獲得額（共同研究、受託研究、寄附金）は19.2

億円、前年比111%と続伸した。

(2)研究実施体制等の整備

・三重県等との連携を緊密にし、文部科学省都市エリア産業連携促進事業（発展型）をキッ

クオフ、JST地域結集型共同事業やJST重点地域研究開発推進プログラム等を継続推進し

ている。

・県内自治体の地域振興に寄与するため、製造業の中心である四日市市に企業とのコーデ

ィネート活動拠点を継続活動するとともに、関西圏との中間地点である伊賀市との共同で

「三重大学伊賀研究拠点」を開設して、研究シーズ発表会、技術交流会等を学内外で積

極的に開催し、研究成果の地域還元を行った。

・独立大学院地域イノベーション学研究科が文部科学省の認可を受けて２１年４月開設に

向けた準備が進めるとともに、研究領域横断型である７つの「三重大学リサーチセンター」

を立ち上げた。

７．その他の活動状況

(1) 社会との連携

・三重県試験研究機関、中部電力(株)、民間企業等との共同研究、技術交流会を開催し、

「職業医学・中毒学プロジェクト研究室」、「野村證券・百五銀行・創業革新プロジェクト研

究室」をスタートさせた。

・三重県教育委員会と連携した高大連携授業、公開授業（東紀州講座）、サマーセミナー
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及びスーパーサイエンスハイスクール事業、県内各地を会場とする文化フォーラム等の公

開講座を実施した。

・社会に開かれた大学として生涯学習に対する社会的要請に応えるため、本学学生に開講

している正規の授業科目の一部を市民等が聴講できる「三重大学市民開放授業」制度を

制定した。

・三重県と「新県立博物館」開設に向けた連携協定を締結した。また、メディカルバレー構

想・クリスタルバレー構想等に積極的に参画した。さらに、歴史街道GIS作成事業で専修

寺修復記録映像、鈴鹿市型紙資料館所蔵の型紙見本帳等の整備に協働した。

・これらの地域社会との連携活動により、日経グローカル（No.110, 2008.10.20付け）にお

いて、全国大学の地域貢献度ランキングで、昨年度よりも順位を１つ上げて１５位と高く評

価された。

(2) 国際交流

・留学生宿舎（８４名収容）の建設、三重大学国際交流特別奨学生制度の創設等、三重大

学生の海外留学や外国人留学生受入れの支援体制を整備した。

・生物資源学研究科によるインドネシア・スリウィジャヤ大学とダブルディグリー（修士）プロ

グラムを締結するとともに、協定大学３５大学（大学間：１６、学部間：１９）から４７大学（大

学間：２７、学部間：２０）に拡大し、世界全地域における国際交流を展開している。

・江蘇大学で開催された３大学国際ジョイントセミナー・シンポジウム（三重大学、タイ・チェ

ンマイ大学、中国・江蘇大学、1994年開始）に教職員１１名及び学生１３名を派遣し、学生

による論文発表、教員による基調講演、教育研究交流を精力的に実施した。

・タイの協定大学（６大学）との間で「国際インターンシッププログラムを実施した他、海外協

定大学学生を受入れて「サマースクール」を実施した。

(3) 附属病院

・１９年７月に「新たな治験活性化５カ年計画（文部科学省・厚生労働省）」に基づく「治験

拠点病院」に採択され、治験患者向け相談窓口機能の充実、ＣＲＣの常勤化・専任化の推

進、データセンターの整備、地域医療機関の治験実施人材の育成、ＩＲＢ審査の質的向上

及び「みえ治験医療ネットワーク」の機能充実を推進している。

(4) 附属学校園

・従来から行われている公開研究会等による教育指導の研究活動や教育実習の充実ととも

に、情報教育・国際理解教育、知的財産教育にも力を注いだ。

・小学校では、大学・三重県・津市等と連携して、スクイークやパンゲアを使った情報教育・

国際理解教育の実践と学校間交流を進めるために職員を対象とした講座を開設した。

・中学校では、英語活動年間カリキュラム計画を策定して実施するとともに、教育学部の知

的財産を活用した取り組みの一つとして、ジュニアロボコン in三重に参加して知的財産教

育を実施した。また、中国・天津市実験中学校（天津師範大学附属中学校）と交流を深

め、国際理解教育を進めた。
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「Ⅱ基本情報」

１．目標

三重から世界へ：地域に根ざし、世界に誇れる独自性豊かな教育・研究成果を生み出す。

～ 人と自然の調和・共生の中で ～

「人材大国」 「科学技術創造立国」を目指す我が国において、「知の創造と継承」を担う大

学の役割はますます重要化する一方で、我が国の社会経済情勢が悪化したことにともない、

特に国立大学に対して種々の批判や要求が表面化するようになってきた。このような社会的

背景の中で選択されたのが、平成１６年４月からの全国の国立大学法人化である。この大学

法人化の基本的な視点としては、①個性豊かな大学づくりと国際競争力ある教育研究の展

開、②国民や社会への説明責任の重視と競争原理の導入、③経営責任の明確化による機動

的・戦略的な大学運営の実現、が掲げられている。

このような国立大学法人化への動きの中で、三重大学においても、三重大学独自の将来的

な方針に関する継続的な検討が鋭意なされてきた。平成１１年に発足した三重大学２１世紀委

員会は三重大学の将来へ向けての基本方針について検討し、長時間にわたる議論の末に平

成１３年に最終答申を三重大学に提出している。 加えて平成１２年には三重大学運営諮問会

議が発足し、学外の有識者によって三重大学への種々の提言がなされてもいる。さらに平成１

３年に発足した三重大学改革会議では、それまでの議論を踏まえながら将来構想への議論が

さらに発展的に継続され、平成１３年には「三重大学の理念・目的」が制定されるに至ってい

る。

三重大学の理念・目的

〔基本理念〕

三重大学は、総合大学として、教育・研究の実績と伝統を踏まえ、「人類福祉の増進」「自

然の中での人類の共生」「地域社会の発展」に貢献できる「人材の育成と研究の創成」を

目指し、学術文化の受発信拠点となるべく、切磋琢磨する。

〔目的〕

（１）教育

三重大学は「感じる力」「考える力」「生きる力」を躍動させる場として、社会の新しい進歩

を促すと同時に他者に対する寛容と奉仕の心を併せもった感性豊かな人材を育成する。

三重大学は課題探求心、問題解決能力、研究能力を育てるとともに、学際的・独創的・

総合的視野をもち、国際的にも活躍できる人材を育成する。

三重大学は、多様な学生を受け入れるための教育制度を構築するとともに、学生の心身

の健康を維持・増進させ、意欲的に修学できる学習環境を整備し、学生の個性を重んじ

た進路指導を実施することを目指す。

（２）研究

三重大学は、多様な独創的応用研究と基礎研究の充実を図り、さらに固有の領域を伝承

・発展させるとともに、総合科学や新しい萌芽的・国際的研究課題に鋭意取り組み、研究

成果を積極的に社会に還元する。

（３）社会貢献
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三重大学は、教育と研究を通じて地域作りや地域発展に寄与するとともに、地域社会と

の双方向の連携を推進する。

（４）情報化

三重大学は、学内における情報化はもとより、学術研究・地域連携・社会活動等の情報

を受発信し、グローバル社会における学術文化の起点となることを目指す。

（５）国際化

三重大学は、国際交流・国際協力の拡大と活性化を図るとともに国際的な課題の解決に

貢献できる人材を養成し、大学の国際化を目指す。

（６）組織

三重大学は、審議・執行・評価の独自性を確立し、学長のリーダーシップの下に、速や

かな意志決定と行動を可能にする開かれた大学運営と体制の整備に努める。

以上の全学的な将来構想に立脚し、三重大学改革会議が中心となって「中期目標・中期

計画（案）」を全学に提示するとともに、これに対して全学から提出された意見をこの案に

反映させるという作業を繰り返しながら、大学法人化後平成１６年度から２１年度に適用

される三重大学の「中期目標・中期計画」をとりまとめるに至った。

本来、目標は掲げるためだけではなく具現化するべきものである。そのためには、全構

成員が日常的にこれを共有していることがより効果的であろう。それゆえに、三重大学の

基本目標は、想起しやすいように余分な言葉を省いた短い文言で表現することを考え

た。その上で、この基本目標との整合性をとりながら、それを具現化するためのさまざま

な目標及び計画が具体的に策定された。平成１６年度から２１年度の期間における三重

大学の基本目標は「三重から世界へ：地域に根ざし世界に誇れる独自性豊かな教育・研

究成果を生み出す。～人と自然の調和・共生の中で～」という「短い文章」（ミッション・ス

テートメント ）にまとめられた。この基本目標は、本学の理想を表現したものであると同時

に、本学の基本戦略をも表現したものである。すなわち地域圏大学として地域の特性を

生かした地域連携を深めると同時に、世界に誇れる教育・研究活動を展開し、独自性に

よって本学のアイデンティティーを確立し、この地域の伝統である「人と自然の調和・共

生」を大切にしよう、というものである。

この三重大学の基本目標を具現化するという目的のために、全構成員が志を一つにし

て、三重大学は心熱き飽くなき挑戦を続ける。
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２．業務内容

　○教育
　　・「感じる力」、「考える力」、「生きる力」の育成を主軸にしたカリキュラム改革及
　　　びＰＢＬチュートリアル教育の全学的展開を軸とした教育法の改革
    ・教育効果の組織的検証を含めた教育に関するＰＤＣＡサイクルの確立
　　・学生の学習支援・相談体制の整備
　○研究
　　・特定領域における国内トップレベル、世界トップレベルの研究の推進
　　・学部・研究科を超えた学術的研究及び国内外の大学との共同研究の推進
　　・産官学連携による共同研究の拡充及び知的財産権取得の推進
　○社会貢献
　　・研究成果を社会に還元し、地域住民の生涯学習や地域の活性化を支援
　○国際交流
　　・研究における国際戦略の拠点形成
　　・教育におけるアジア・パシフィックの大学との共同プログラムの開発
　　・学内における教育の国際環境の整備
　　・アジア・アフリカ諸国への研究支援の充実
　○病院
　　・患者様本位の医療
　　・病院の再開発
　　・人材養成と地域への医師確保
　　・医療の地域貢献の推進
　　・戦略的病院経営の実現
　　・先端医療の推進と開発

３．沿革

　昭和２４年　５月　　三重大学（学芸学部、農学部）設置
　昭和４１年　４月　　大学院農学研究科修士課程設置
　昭和４４年　４月　　工学部設置
　昭和４７年　５月　　医学部、水産学部設置（三重県立大学から移管）
　昭和５０年　４月　　大学院医学研究科博士課程設置
　昭和５３年　４月　　大学院工学研究科修士課程設置
　昭和５８年　４月　　人文学部設置
　昭和６２年１０月　　生物資源学部設置
　昭和６３年　４月　　大学院生物資源学研究科修士課程設置
　平成 元年　４月　  大学院教育学研究科修士課程設置
　平成　３年　４月　　大学院生物資源学研究科博士課程設置
　平成　４年　４月　　大学院人文社会科学研究科修士課程設置
　平成　７年　４月　　大学院工学研究科博士課程設置
　平成１３年　４月　　大学院医学研究科修士課程設置
　平成１４年　４月　　大学院医学研究科を大学院医学系研究科へ名称変更
　平成１６年　４月　　国立大学法人三重大学へ移行

４．設立根拠法

　国立大学法人法（平成15年法律第112号）

５．主務大臣（主務省所管局課）

　文部科学大臣（文部科学省高等教育局国立大学法人支援課）
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監査チーム

出納チーム
管理チーム

生命科学研究支援センター

《施設》
　遺伝子実験施設
　動物実験施設
　機器分析施設
　電子顕微鏡施設
　アイソトープ遺伝子実験
　施設

　アイソトープ医学部実験
　施設

　アイソトープ生物資源学
　部実験施設

文化学科
法律経済学科

学校教育教員養成課程
情報教育課程
生涯教育課程
人間発達科学課程
附属教育実践総合センター
附属小学校
附属中学校
附属特別支援学校
附属幼稚園

６．組織図（平成２０年４月現在）

三重大学
事務局 総務部 総務チーム

企画チーム
人事チ－ム
職員チーム

広報チーム

財務部 財務チーム

調達チーム

学務部 教務チーム
学生サービスチーム
就職支援チーム
入試チーム

施設部 施設企画チーム
施設管理チーム
施設計画チーム

学術情報部 研究支援チーム
社会連携チーム
情報図書館チーム
情報基盤チーム
国際交流チーム

学内共同
教育研究施
設

創造開発研究センター
機能ゲノミクス分野

分析実験分野

総合アイソトープ分野

国際交流センター
総合情報処理センター
高等教育創造開発センター
保健管理センター
附属図書館
共通教育センター

学部 人文学部
事務部

教育学部

事務部
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看護学科

総 務 課
経 営 管 理 課
医療サービス課

機械工学科
電気電子工学科
分子素材工学科
建築学科
情報工学科
物理工学科
資源循環学科
共生環境学科
生物圏生命科学科

　附帯施設農場
　附帯施設演習林
　附帯施設水産実験所
附属練習船勢水丸

機械工学専攻
電気電子工学専攻
分子素材工学専攻
建築学専攻
情報工学専攻
物理工学専攻
材料科学専攻
システム工学専攻

専攻科 特別支援教育特別専攻科
別科 農業別科

医学部
医学科

生物資源学部

教科教育専攻

医学系研究科
（修士課程）

医科学専攻
看護学専攻

医学系研究科
（博士課程）

医学部事務部

附属病院
病 院
事 務 部

工学部

事務部

事務部

附属紀伊・黒潮生命地域フィー
ルドサイエンスセンター

事務室

大学院 人文社会科学研究科
（修士課程）

地域文化論専攻
社会科学専攻

教育学研究科
（修士課程）

学校教育専攻
特別支援教育専攻

生命医科学専攻

工学研究科
（博士課程）

（博士前期）

（博士後期）

生物資源学研究科
（博士課程）

（博士前期） 資源循環学専攻
共生環境学専攻
生物圏生命科学専攻

（博士後期） 資源循環学専攻
共生環境学専攻
生物圏生命科学専攻

知的障害教育専攻
農業専修

学内共同
利用施設

環境保全センター
サテライト・ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー
キャンパス・インキュベータ
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７．所在地

　事務局他：　　　　　　　　　　　　 　　　   三重県津市栗真町屋町１５７７
　教育学部附属小学校：　　　　　　　　   三重県津市観音寺町３５９
　 　   〃　 附属中学校：　　　　  　 　　　三重県津市観音寺町４７１
　 　   〃 　附属特別支援学校：　  　　　三重県津市観音寺町４８４
 　     〃   附属幼稚園：          　 　　　三重県津市観音寺町５２３
　医学部・医学部附属病院：　　　　　　　三重県津市江戸橋２丁目１７４
  生物資源学部附属紀伊・黒潮
　　生命地域ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｲｴﾝｽｾﾝﾀｰ：      三重県津市高野尾町２０７２－２
　　  附帯施設農場：　　  　 　　　       　　　　　　   　〃
      附帯施設演習林： 　　　 　　　　　   三重県津市美杉町川上２７３５
      附帯施設水産実験所：　　　　　　   三重県志摩市志摩町和具４１９０－１７２
  実習船基地：        　　　　　　　　　　   三重県松阪市大口町字築地１８１９－１８

８．資本金の状況

　　１７,４８５,１６２,９７５円（全額　政府出資）

９．学生の状況（平成２０年５月１日現在）

　総学生数　　　　７，５２４人
　　学士課程        ６，２３０人
　　修士課程            ８７２人
　　博士課程            ３０２人
　　専攻科　　　　　　　　１７人
　　聴講生等            １０３人

12



１０．役員の状況
役 職 氏　名 任　　　期

　学　長  豊田 長康 平成16年4月1日 平成 3年12月  本学医学部教授
～平成21年3月３１日 平成14年 2月  本学学長補佐

  理　事  東　 晋次 平成19年4月1日 平成 4年 4月  本学教育学部教授
(企画･評価 ～平成21年3月３１日 平成16年 4月  本学評議員
 担当)
  理　事  三浦 春政 平成19年4月1日 平成15年 7月  文部科学省研究振
(総務･財務 ～平成21年3月３１日  興局情報課長
 担当) 平成17年 4月  文部科学省生涯学

 習政策局社会教育
 課長

平成18年10月  本学理事（事務局
 局長）

  理　事  野村 由司彦 平成19年4月1日 平成 9年10月  本学工学部教授
(教育担当) ～平成21年3月３１日 平成18年 4月  本学大学院工学研

 究科教授
平成18年12月  本学学長補佐

  理　事  奥村 克純 平成19年4月1日 平成16年 4月  本学生物資源学部
(研究担当) ～平成21年3月３１日  教授

平成18年 4月  本学大学院生物資
 源学研究科教授

平成18年12月  本学学長補佐
  理　事  小林 英雄 平成19年4月1日 平成10年 5月  本学工学部教授
(情報･国際 ～平成21年3月３１日 平成18年 4月  本学大学院工学研
 交流担当)  究科教授

平成18年12月  本学学長補佐
  監　事  松生 安彦 平成20年4月1日 平成13年 6月  百五経済研究所（株）
(業務監査 ～平成22年3月３１日  代表取締役
 担当)
  監　事  伊藤  哲 平成20年4月1日 平成14年 8月  公認会計士伊藤哲
(会計監査 ～平成22年3月３１日  事務所開業
 担当) 平成16年 4月  本学監事（会計監査

 担当）

１１．教職員の状況（平成２０年５月１日現在）

　教員　１，３３３人（うち常勤８３０人、非常勤５０３人）
　職員　１，４３４人（うち常勤８３７人、非常勤５９７人）
　（常勤教職員の状況）
　　　常勤教職員は前年度比で８人（０．５％）減少しており、平均年齢は４３．５歳（前
　　年度４４．０歳）となっている。このうち、国からの出向者は１人、地方公共団体から
　　の出向者は７４人であるが、民間からの出向者はいない。

経　　　　歴
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「Ⅲ　財務諸表の概要」
（勘定科目の説明については、別紙「財務諸表の科目」（29ﾍﾟｰｼﾞ）を参照願います。

１．貸借対照表（http://www.mie-u.ac.jp/links/public/）

資産の部 金額（千円） 金額（千円）

固定資産 45,637,113 15,928,981
  有形固定資産 45,279,332  資産見返負債 6,442,734
  　土地 11,957,362  センター債務負担金 4,644,247
  　建物 24,266,510  長期借入金等 4,830,810
   　　減価償却累計額 △ 5,169,193  引当金 11,188
   　　減損損失累計額 △ 1,438   退職給付引当金 11,188
  　構築物 1,170,540 流動負債 10,638,520
   　　減価償却累計額等 △ 476,349  運営費交付金債務 760,823
  　工具器具備品 12,104,879  寄附金債務 2,089,678
   　　減価償却累計額等 △ 7,005,253  未払金 5,738,660
 　 図書 4,065,143  その他の流動負債 2,049,357
  　その他の有形固定資産 4,367,131
  その他の固定資産 357,781

流動資産 11,954,343
　　現金及び預金 9,053,595 17,485,162
  　未収附属病院収入 2,440,312 政府出資金 17,485,162
　 　 徴収不能引当金 △ 154,975 資本剰余金 8,961,703
  　その他の流動資産 615,411 利益剰余金 4,577,088

資産合計 57,591,457 57,591,457

２．損益計算書（http://www.mie-u.ac.jp/links/public/）   

金額（千円）
32,396,920
30,772,036
1,319,421
1,515,686
8,669,123
402,838

17,511,799
1,353,167
1,336,771
287,779
333

32,986,187
11,830,592
4,342,058
13,660,426
3,153,109
△ 22,077
171,236
738,424

　学生納付金収益
　附属病院収益

　一般管理費
　財務費用
　雑損
経常収益(B)

　　教育研究支援経費
　　人件費
　　その他

　運営費交付金収益

純資産の部  金額（千円）

純資産合計

負債の部

固定負債

負債合計

資本金

26,567,502

31,023,955

当期総利益（B-A+C+D）

負債純資産合計

　その他の収益
臨時損益(C)
目的積立金取崩額(D)

経常費用（A）
　業務費
　　教育経費
　　研究経費
　　診療経費
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３．キャッシュ・フロー計算書（http://www.mie-u.ac.jp/links/public/）         

金額（千円）

Ⅰ業務活動によるキャッシュ・フロー(A) 3,108,867

   原材料、商品またはｻｰﾋﾞｽの購入による支出 △ 11,216,737

 　人件費支出 △ 17,606,642

 　その他の業務支出 △ 1,110,416

　 運営費交付金収入 12,275,010

 　学生納付金収入 4,362,561

　 附属病院収入 13,674,572

　 その他の業務収入等 2,730,520

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー(B) △ 3,754,800

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー(C) 1,133,426

Ⅳ資金に係る換算差額(D)                  －

Ⅴ資金増加額（E=A+B+C+D） 487,492

Ⅵ資金期首残高(F) 7,226,102

Ⅶ資金期末残高（G=F+E） 7,713,595

４．国立大学法人等業務実施コスト計算書（http://www.mie-u.ac.jp/links/public/）  

 金額（千円）

Ⅰ業務費用 11,985,827

 　損益計算書上の費用 32,444,436

  　（控除）自己収入等 △ 20,458,609

 （その他の国立大学法人等業務実施コスト）

Ⅱ損益外減価償却相当額 1,078,855

Ⅲ損益外減損損失相当額 1,438

Ⅳ引当外賞与増加見積額 △ 93,981

Ⅴ引当外退職給付増加見積額 △ 171,806

Ⅵ機会費用 393,141

Ⅶ（控除）国庫納付額                  －

Ⅷ国立大学法人等業務実施コスト 13,193,475
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５．財務情報
　(1)　財務諸表の概況
　　①　主要な財務データの分析（内訳・増減理由）
　　　ア．貸借対照表関係
　　　（資産合計）
　　　　平成２０年度末現在の資産合計は前年度比6,523,216千円（12.8％）（以下、特に断ら
　　　ない限り前年度比・合計）増の57,591,457千円となっている。
　　　主な増加要因としては、建物が、改修工事等による増加により2,616,267千円（12.1％）増
　　　の24,266,510千円となったこと、船舶が、練習船の完成等による2,180,236千円（2364.0％）増
　　　の2,272,464千円となったこと、建設仮勘定が、病棟・診療棟の新営工事等により951,663千円（80.4％）
　　　増の2,135,239千円となったこと、現金及び預金が、病棟・診療棟整備事業等の財源として長期借入れを
　　　行ったことにより689,492千円（8.2％）増の9,053,595千円となったことが挙げられる。
　　　また、主な減少要因としては、建物が、減価償却等により 1,073,847千円（26.2％）減
　　　の5,169,193千円となったことが挙げられる。

　　　（負債合計）
　　　　平成２０年度末現在の負債合計は2,494,263千円（10.4％）増の26,567,502千円
　　　となっている。主な増加要因としては、長期借入金（病棟・診療棟整備事業等の財源として借入れ）が
　　　2,703,964千円（145.3％）増の4,565,523千円となったこと、未払金が３月完成の工事等の増により
　　　701,987千円（13.9％）増の5,738,660千円となったことが挙げられる。
　　　　また、主な減少要因としては、建設仮勘定見返施設費が練習船の完成等により522,845千円（59.4％）減
　　　の357,798千円となったこと、財務・経営センター負担金が、償還により799,662千円（13.1％）減の
　　　5,309,727千円となったことが挙げられる。 　　　

　　　（純資産合計）
　　　　平成２０年度末現在の純資産合計は4,028,952千円（14.9％）増の31,023,955千円
　　　となっている。主な増加要因としては、資本剰余金が固定資産の取得により4,971,525千円
　　　（51.8％）増の14,560,415千円となったこと、積立金が累積したことにより711,040千円
　　　（29.4％）増の3,125,482千円となったことなどが挙げられる。
　　　　また、主な減少要因としては、減価償却等の見合いとして損益外減価償却累計額が1,078,583千円
　　　（23.9％）増の5,597,273千円となったことが挙げられる。

　　　イ．損益計算書関係
　　　（経常費用）
　　　　平成２０年度の経常費用は866,652千円（2.7％）増の32,396,920千円となっている。
　　　主な増加要因としては、教育経費が教育学部、共通教育棟改修等に伴い、422,863千円
　　　（47.2％）増の1,319,421千円となったこと、診療経費が、減価償却費等の増加に伴い、
　　　206,743千円（2.4％）増の8,669,123千円となったことが挙げられる。
　　　　また、主な減少要因としては、前年度の病態医科学研究棟、工学部校舎改修により研究経費が前年度
　　　比358,135千円（19.1％）減の1,515,686千円となったことが挙げられる。

　　　（経常収益）
　　　　平成２０年度の経常収益は185,167千円（0.6％）増の32,986,187千円となっている。
　　　主な増加要因としては、運営費交付金収益が業務達成等による収益化に伴い、238,007千円
　　　（2.1％）増の11,830,592千円となったこと、受託研究等収益が、受託研究等の受入れの増加に伴い、
　　　133,545千円（11.3％）増の1,313,207千円となったことが挙げられる。
　　　　また、主な減少要因としては、施設費収益が、費用執行が減少したことに伴い、140,366千円（41.7％）
　　　減の196,544千円となったことが挙げられる。

　　　（当期総利益）
　　　　上記経常損益の状況及び臨時損失として固定資産除却損等47,515千円、臨時利益とし
　　　て徴収不能引当金戻入益等25,437千円、目的積立金を使用したことによる目的積立金取
　　　崩額171,236千円を計上した結果、平成２０年度の当期総利益は534,832千円（42.0％）減
　　　の738,424千円となっている。
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ウ．キャッシュ・フロー計算書関係
（業務活動によるキャッシュ・フロー）
　平成２０年度の業務活動によるキャッシュ・フローは284,120千円（10.1％）増の3,108,867千円となっている。
主な増加要因としては、運営費交付金収入が466,350千円（3.9％）増の12,275,010千円となったこと、受託研究等収入が195,747千円
（15.8％）増の1,438,222千円となったことが挙げられる。
　主な減少要因としては、原材料、商品またはサービスの購入による支出が 624,481千円（5.9％）増の11,216,737千円となったことが挙げられる。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）
　平成２０年度の投資活動によるキャッシュ・フローは3,732,971千円（17,100.5％）減のΔ3,754,800千円となっている。

主な増加要因としては、施設費による収入が1,019,068千円（31.9％）増の4,215,757千円となったこと、定期預金等の払戻による収入が
2,784,000千円（59.4％）増の7,470,000千円となったことが挙げられる。
　主な減少要因としては、定期預金等の預入による支出が2,952,000千円（62.5％）増の7,672,000千円となったこと、有形固定資産の取得
による支出が4,585,012千円（146.5％）増の7,714,208千円となったことが挙げられる。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）
平成２０年度の財務活動によるキャッシュ・フローは1,800,213千円増加し、△666,787千円から1,133,426千円となっている。
主な増加要因としては、長期借入れによる収入が1,796,195千円（167.8％）増の2,866,508千円となったことが挙げられる。

エ．国立大学法人等業務実施コスト計算書関係
（国立大学法人等業務実施コスト）
平成２０年度の国立大学法人等業務実施コストは530,271千円（4.2％）増の13,193,475千円となっている。
主な増加要因としては、損益計算書上の費用が、798,732千円（2.5％）増の32,444,436千円となったことが挙げられる。

   (表)　主要財務データの経年表 （単位：千円）
区分 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

資産合計 46,777,510 45,400,002 46,272,932 51,068,240 57,591,457
負債合計 26,774,079 21,006,777 21,396,685 24,073,238 26,567,502
純資産合計 20,003,431 24,393,225 24,876,246 26,995,002 31,023,955
経常費用 29,354,614 30,329,008 31,299,719 31,530,268 32,396,920
経常収益 30,763,082 31,354,845 32,306,274 32,801,019 32,986,187
当期総利益 1,641,572 1,054,584 1,047,719 1,273,257 738,424
業務活動によるキャッシュ・フロー 5,556,771 2,679,257 3,497,679 2,824,746 3,108,867
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 469,971 △ 1,355,090 △ 880,138 △ 21,829 △ 3,754,800
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 991,176 △ 1,743,883 △ 1,203,473 △ 666,787 1,133,426
資金期末残高 4,095,622 3,675,906 5,089,973 7,226,102 7,713,595
国立大学法人等業務実施コスト 13,520,650 12,666,533 13,624,916 12,663,203 13,193,475
（内訳）
　業務費用 11,931,268 11,305,294 11,936,525 11,312,484 11,985,827
　　うち損益計算書上の費用 30,014,949 30,348,594 31,316,533 31,645,703 32,444,436
　　うち自己収入 △ 18,083,681 △ 19,043,300 △ 19,380,008 △ 20,333,219 △ 20,458,609
　損益外減価償却等相当額 1,224,968 1,181,981 1,084,386 1,088,802 1,078,855
  損益外減損損失相当額 　   　　　　　 － 　   　　　　　 － 　   　　　　　 － 　   　　　　　 － 1,438
　引当外賞与増加見積額 　   　　　　　 － 　   　　　　　 － 　   　　　　　 － 8,605 △ 93,981
　引当外退職給付増加見積額 28,226 △ 304,932 182,157 △ 90,041 △ 171,806
　機会費用 336,187 484,190 421,846 343,352 393,141
　   （控除）国庫納付額 　   　　　　　 － 　   　　　　　 － 　   　　　　　 － 　   　　　　　 － 　   　　　　　 －
　 ○重要な影響を及ぼす事象（会計方針の変更等）
    ・17年度
       運営費交付金債務の収益化の取扱いの変更により、従来と同一の方法を採用した場合と比べ、運営費交付金収益は39,746千円減少し、
     経常収益及び当期総利益は同額が少なく計上されている。
 　　　
②　セグメントの経年比較・分析（内容・増減理由）
ア．業務損益
　附属病院セグメントの業務損益は599,418千円と、前年度比461,326千円（43.5%）減となっている。これは、収支差が166,877千円(60.9%）減と
なったことが主な要因である。
　従来のセグメント区分によった場合の学部等セグメントの業務損益は220,157千円減少し、210,005千円から△10,152千円となっている。
これは、収支差が95,041千円(33.4%）減となったことが主な要因である。

 　(表)　業務損益の経年表　 (単位：千円)
区分 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

附属病院 1,139,720 812,416 673,880 1,060,745 599,418
附属学校 　   　　　　　 － 　   　　　　　 － 　   　　　　　 － 　   　　　　　 － △ 121,427
学部等 268,747 213,420 332,674 210,005 111,275
法人共通 　   　　　　　 － 　   　　　　　 － 　   　　　　　 － 　   　　　　　 － 　   　　　　　 －
　 　合　計 1,408,468 1,025,836 1,006,555 1,270,750 589,266
（注）重要な影響を及ぼす事象（会計方針の変更等）
   ・17年度
　　　　運営費交付金債務の収益化の取扱いの変更により、従来と同一の方法を採用した場合と比べ、「附属病院」ｾｸﾞﾒﾝﾄにおける業務損益は
　　　22,999千円少なく計上され、「学部等」ｾｸﾞﾒﾝﾄにおける業務損益は16,747千円少なく計上されている。 
   ・18年度
　　　　附属病院における発生経費を区分する基準が改訂されたことに伴い、従来と同一の方法を採用した場合と比べ、「附属病院ｾｸﾞﾒﾝﾄ」の損益が
　    74,549千円減少し、「学部等」ｾｸﾞﾒﾝﾄにおける業務損益は同額が増加している。
   ・19年度
        附属病院における人件費を勤務実態により記載する方法に改訂されたことに伴い、従来と同一の方法を採用した場合と比べ、
　　「附属病院ｾｸﾞﾒﾝﾄ」の業務費用及び業務収益は501,297千円増加し、「学部等」ｾｸﾞﾒﾝﾄにおける業務費用及び業務収益は同額
     が減少している。   
　 ・20年度
　　　　セグメントの開示区分の変更に伴い、附属学校セグメントの追加を行った。

17



イ．帰属資産
　附属病院セグメントの総資産は11,720,885千円と、前年度比2,399,740千円（25.7％）増
となっている。これは、附属病院の再開発に伴い、建設仮勘定が前年度比1,610,786千円（326.6％）増
となったことが主な要因である。
　　（以下、各セグメントについて、主な増減要因を説明）

  (表)　帰属資産の経年表　　　　　　　  (単位：千円)
区分 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

附属病院 9,201,995 8,495,583 8,403,874 9,321,144 11,720,885
附属学校       　　　－       　　　－       　　　－       　　　－ 707,240
学部等 37,575,515 36,904,418 31,696,046 33,407,731 36,168,746
法人共通       　　　－       　　　－ 6,173,010 8,339,364 8,994,584
　 　合　計 46,777,510 45,400,002 46,272,932 51,068,240 57,591,457
　　（注）・18年度から20年度の法人共通は、16年度及び17年度においては「学部等」ｾｸﾞﾒﾝﾄに含まれている。）
　　　 　 ・セグメントの開示区分の変更に伴い、附属学校セグメントの追加を行った。

③　目的積立金の申請状況及び使用内訳等
　当期総利益738,424千円のうち、中期計画の剰余金の使途において定めた教育研究の
質の向上に充てるため、296,933千円を目的積立金として申請している。
　平成２０年度においては、教育研究環境整備及び組織運営改善積立金の目的に充てるため、
600,975千円を使用した。

(2) 施設等に係る投資等の状況（重要なもの）
① 当事業年度中に完成した主要施設等
　練習船「勢水丸」建造（取得原価2,242,642千円）
　教育学部校舎一号館改修（取得原価1,216,550千円）
　総合教育棟Ⅰ改修（取得原価509,745千円）
　工学部機械創成棟改修（取得原価453,044千円）
② 当事業年度において継続中の主要施設等の新設・拡充
　病棟・診療棟新営その他（当事業年度増加額1,528,339千円、総投資見込額8,820,000千円）
　病棟・診療棟新営機械設備（当事業年度増加額57,686千円、総投資見込額3,832,500千円）
　病棟・診療棟新営電気設備（当事業年度増加額24,760千円、総投資見込額1,711,500千円）
③ 当事業年度中に処分した主要施設等
　練習船「勢水丸」の売却（取得価格62,405千円、減価償却累計額61,189千円、売却額26,250千円）
④　当事業年度において担保に供した施設等
　本学附属病院敷地（取得価格3,963,321千円、被担保債務2,866,508千円）
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(3) 予算・決算の概況
　以下の予算・決算は、国立大学法人等の運営状況について、国のベースにて表示しているものである。

（単位：千円）  

予　算 決　算 予　算 決　算
収入 31,976,857 30,715,587 32,116,852 35,874,313
 運営費交付金収入 12,388,398 12,388,398 11,831,002 12,077,567
 補助金等収入 1,017,601 270,226 2,041,742 4,704,777
 学生納付金収入 4,305,704 3,726,383 4,399,372 4,373,688
 附属病院収入 12,332,639 11,987,834 12,458,708 12,695,957
 その他収入 1,932,515 2,342,745 1,386,028 2,022,323
支出 31,976,857 30,454,337 32,116,852 35,059,614
 教育研究経費 13,812,329 12,764,702 11,808,648 10,698,200
 診療経費 11,235,252 11,240,091 11,294,386 11,976,428
 一般管理費 2,799,750 3,012,694 4,459,504 4,865,016
 その他支出 4,129,526 3,436,848 4,554,314 7,519,968

収入－支出 0 261,249 0 814,699

予　算 決　算 予　算 決　算
収入 32,184,144 33,909,210 34,918,212 36,885,976

 運営費交付金収入 12,083,646 12,416,767 11,809,310 11,809,310

 補助金等収入 870,057 982,041 3,213,966 3,289,939

 学生納付金収入 4,363,618 4,349,611 4,357,381 4,373,551

 附属病院収入 12,513,492 13,197,027 12,513,492 13,587,602

 その他収入 2,353,331 2,963,761 3,024,063 3,825,574

支出 32,184,144 32,693,573 34,918,212 35,867,485

 教育研究経費 10,238,974 9,487,657 9,504,459 9,553,402

 診療経費 12,874,502 13,577,224 13,044,643 13,924,884

 一般管理費 4,864,487 5,235,011 5,236,751 4,911,515

 その他支出 4,206,181 4,393,679 7,132,359 7,477,683

収入－支出 0 1,215,637 0 1,018,490

                                                                                

予　算 決　算

収入 39,040,493 40,906,213

 運営費交付金収入 12,275,010 12,357,140
 補助金等収入 4,224,800 4,444,615
 学生納付金収入 4,352,832 4,362,561
 附属病院収入 12,513,492 13,658,447
 その他収入 5,674,359 6,083,449
支出 39,040,493 40,171,911
 教育研究経費 9,992,556 9,918,960
 診療経費 13,074,932 14,322,192
 一般管理費 5,515,461 5,381,221
 その他支出 10,457,544 10,549,537

収入－支出 0 734,302

      （注）当事業年度の予算と決算の差異について
附属病院収入については、在院日数の短縮と手術件数の増加による入院診療単価の増等により
予算金額に比して決算金額が1,144,955千円多額となっている。
診療経費については、附属病院の増収に係る薬品等の診療費用が増大したため、予算金額に
比して決算金額が1,247,260千円多額となっている。　

17年度

区  分
18年度 19年度

区  分
20年度

区  分
16年度
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「Ⅳ 事業の実施状況」

（１）財源構造の概略等

当法人の経常収益は32,986,187千円で、その内訳は、附属病院収益13,660,426千円（4

1.4％ （対経常収益比、以下同じ。） ）、運営費交付金収益11,830,592千円（ 35.9％）、学生

納付金収益4,342,058千円（13.2％）、受託研究等収益1,313,207千円（4.0％）、その他1,83

9,901千円（5.6％）となっている。

また、病棟・診療棟整備事業、基幹・環境整備事業及び大学病院設備整備事業の財源

として、（独）国立大学財務・経営センターの施設費貸付事業より長期借入れを行った（平

成２０年度新規借入れ額2,866,508千円、期末残高4,728,067千円（既往借入れ分を含

む））。

（２ ）財務データ等と関連付けた事業説明

ア．学部等セグメント

学部等セグメントは、学部、研究科、専攻科、別科、附属図書館、保健管理センター、共

通教育センター、学内共同教育研究施設、学内共同利用施設及び事務局により構成され

ており、教育、研究、社会との連携、国際交流及び法人の管理運営を目的としている。

平成２０年度においては、中期目標・中期計画達成に向けての諸課題の解決を図り、種

々の戦略的・機動的運営体制のためのさらなる基盤整備と中期計画に沿った諸取組をさら

に進めた。

教育に関しては、本学の教育目標である「４つの力」（感じる力・考える力・生きる力・コミ

ュニケーション力）を育成するために、「法則の研究」「大学とキャリア形成」「創造と知的財

産」「英語による国際教育科目」「環境資格支援教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」の“授業群”の充実、PBLｾﾐ

ﾅｰ20科目の新設、200科目以上のPBL教育授業や760科目以上のe－ラーニング“三重大

学Moodle”を活用した授業の開講等、能動的な学習力の向上を図る教育指導方法であるP

BL教育を共通教育～専門教育まで一貫性のあるものまでに充実させた。また、創意溢れた

教育プロジェクトや教育活動を選定し、支援するために三重大学教育ＧＰを継続的に実施

し、９件のプログラムを選定し、成果を公表した。さらに、大学教育等支援プログラムに応募

し、「大学院教育改革支援プログラム」、 「質の高い大学教育推進プログラム」において２つ

のプログラムの採択を得た。

研究に関しては、「炎症性血管病変の分子病態解明等に関する研究」で国際学会賞を

受賞したのをはじめ、三重県内を中心とした中小企業との共同研究件数は全国でもトップク

ラスを維持するとともに、平成１９年度実施のデータベース構築、全固体ポリマーリチウム二

次電池プロトタイプの開発等、世界水準の科学研究成果を得ている。平成１９年度実施の

共同研究先への満足度アンケート調査では、「相手先の90%が満足している」との集計結果

となる等、外部資金獲得額（共同研究、受託研究、寄付金）は19.2億円、前年比111%と続伸

した。

社会との連携に関しては、三重県等との連携を緊密にし、文部科学省都市エリア産業連

携促進事業（発展型）をキックオフ、 JST地域結集型共同事業やJST重点地域研究開発推
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進プログラムを継続推進しており、四日市市においては企業とのコーディネート活動の継

続、伊賀市においては「三重大学伊賀研究拠点」を開設して、研究成果の地域還元を行っ

ている。

また、三重県試験研究機関、中部電力(株 )、民間企業等との共同研究、技術交流会を開

催し、プロジェクト研究室「職業医学・中毒学プロジェクト研究室」「野村證券・百五銀行・創

業革新プロジェクト研究室」をスタートさせた。県下の６機関と連携協定を結び、科学技術

振興調整費公募事業「女性研究者支援モデル育成」を推進し、高大連携授業、公開授業

（東紀州講座）、サマーセミナー及びスーパーサイエンスハイスクール事業、県内各地を会

場とする文化フォーラム等の公開講座を実施した。

国際交流に関しては、留学生宿舎（ 84名収容）の建設、三重大学国際交流特別奨学生

制度の創設等、三重大学生の海外留学や外国人留学生受入れの支援体制を整備した。生

物資源学研究科によるインドネシア・スリウィジャヤ大学とダブルディグリー（修士）プログラ

ムを締結するとともに、協定大学35大学（大学間：16、学部間：19）から47大学（大学間：27、

学部間：20）に拡大し、世界全地域における国際交流を展開している。

江蘇大学で開催された３大学国際ジョイントセミナー・シンポジウム（三重大学、タイ・チェン

マイ大学、中国・江蘇大学、1994年開始）に教職員11名及び学生13名を派遣し、学生によ

る論文発表、教員による基調講演、教育研究交流を精力的に実施した。タイの協定大学（６

大学）との間で「国際インターンシッププログラムを実施した他、海外協定大学学生を受入

れて「サマースクール」を実施した。

そのほか、業務運営の改善・効率化を図り、教職員一人ひとりの意識改革を進めるべく

目標チャレンジ活動に取り組み教育・研究や社会貢献・国際交流等、大学運営全般の業務

の質的発展につとめている。教育指導の充実や教育環境及び防災体制の整備、保護者へ

の大学情報の提供、知の拠点としての高校生を含む地域住民への各種の知的サービス等

々、「ステークホルダーの期待に応える」という本学の姿勢が大きく高められたと自己評価で

きる。大学間連携・コンソーシアム協定、自治体との協定による連携事業、企業等との共同

研究の推進等、外部諸機関との連携・交流が強化されており、本学が目指す方向が一層鮮

明になった。

学部等セグメントにおける事業の実施財源は、運営費交付金収益8,265,657千円（53.9

％ )（当該セグメントにおける業務収益比、以下同じ）、学生納付金収益4,328,822千円（28.

2％）、受託研究等収益1,130,127千円（7.4％）、その他1,605,519千円（10.5％）となってい

る。

また、事業に要した経費は、主に教育経費1,245,609千円、研究経費1,481,756千円、教

育研究支援経費402,838千円、受託研究費1,116,336千円、受託事業費42,927千円、役員

及び教職員人件費9,867,995千円、一般管理費1,059,644千円、その他1,742千円となって

いる。

イ．附属病院セグメント

附属病院セグメントについては、診療科、中央診療施設、薬剤部、看護部、事務部により

構成されており、患者の診療を通じ医学の教育・研究を行うことを目的としている。

平成２０年度においては、年度計画達成に向け以下のような事業を行った。
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①外来化学療法部、健診センターの新設、医療福祉支援センター（前方支援部門）の整備

を行い、外来診療体制の充実を図った。

②三重県における肝疾患診療連携拠点病院の指定を受けると共に、院内に「肝炎相談

支援センター」を設置し、肝炎を中心とする肝疾患診療体制の確保と診療の質の向

上を図った。

③卒後臨床研修プログラムの充実を図るため研修カリキュラムの更なる見直しを行い、２００

９年度プログラムでは県内外協力施設にて一次救急研修が出来るプログラムを作成し

た。

④若手医師の臨床手技向上を目的として、卒後臨床研修部内に「スキルズラボ」を整備し

た。

⑤最新の治療や医療技術の開発推進を目的として、血管内治療や免疫・細胞療法、皮膚

移植、集学的オーダーメイド癌治療、磁性体温熱療法等の研究を推進した。

⑥治験拠点病院としての充実を図るため、看護師ＣＲＣを１名増員し、また、ＣＲＣの中から

ローカルデータマネージャーを２名選出するなど、臨床研究開発センターの整備を

行った。

⑦病院再整備事業の第１期３年目事業として、病棟・診療棟の新営工事に着工した。

附属病院における事業の実施財源は、運営費交付金収益2,659,715千円（ 15.9％ ）、附

属病院収益13,660,426千円（ 81.7％）、その他406,216千円（2.4％）となっている。また、事

業に要した経費は主に教育経費29,163千円、研究経費33,929千円、診療経費8,669,123千

円、受託研究費180,132千円、受託事業費13,771千円、教職員人件費6,750,257千円、一

般管理費164,199千円、その他286,362千円となっている。

ウ．附属学校セグメント

附属学校セグメントについては、従来から行われている公開研究会等による教育指導の

研究活動や教育実習の充実とともに、情報教育・国際理解教育、知的財産教育にも力を注

いだ。小学校では、大学・三重県・津市等と連携して、スクイークやパンゲアを使った情報

教育・国際理解教育の実践と学校間交流を進めるために職員を対象とした講座を開設し

た。中学校では、英語活動年間カリキュラム計画を策定して実施するとともに、教育学部の

知的財産を活用した取り組みの一つとして、ジュニアロボコン in三重に参加して知的財産教

育を実施した。また、中国・天津市実験中学校（天津師範大学附属中学校）と交流を深め、

国際理解教育を進めた。

附属学校における事業の実施財源は、運営費交付金収益905,220千円（ 97.4％）、学生

納付金収益13,235千円（1.4％）、その他11,245千円（1.2％）となっている。また、事業に要

した経費は主に教育経費44,647千円、教職員人件費893,545千円、一般管理費112,927千

円、その他8千円となっている。

（３）課題と対処方針等

当法人では、運営費交付金の縮減に対応するため、経費の節減に努めるとともに、寄付

金などの外部資金の獲得に努めた。経費の節減については、目標チャレンジ活動の一環と

して取り組み、一般職員の業務改善活動において､事務処理の効率化と経費節減が図ら
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れ、平成２０年度の節減効果（対前年比）は、電気料8.5%減、定期刊行物購入費10%減、消

耗品費3.4%減を達成した。平成21年度までに水道光熱費､消耗品費等の経費を10％削減

するという目標を達成するため､引き続き目標チャレンジ活動において経費節減に積極的

に取り組むこととしている。また、総人件費削減計画に則した平成２０年度計画に基づき、

基準教員数の削減、事務職員の削減等を行い、平成１７年度人件費予算相当額から４％削

減した額以下に抑制した。経費節減と平行して自己収入の増大策も講じられており、学校

財産貸付料等の自己収入額を平成１６年度実績より８％以上増額させることを目標に平成２

０年度も「自律的な自己収入確保の拡大策等検討会」において、具体的な増収策等の検討

を行った。三重県内の高校生等の利便性の向上を目的に、予備校が行う大学入試模試へ

の教室の新規貸付を行う他、有料職員宿舎の入居率向上を図るため、特任教員、研修医、

独身者へも貸与資格を拡大するなど、貸付基準を緩和した。

また、附属農場においては、新品種の酒米・イチゴの栽培・販売を実施する等の取組に

より、平成２０年度実績は１６年度実績より12,519千円、42%の増収が図られた。

外部資金の獲得状況については、民間企業との技術交流会、産学官連携会議（於：京

都）、国際バイオEXPO（於：横浜）等、不断に学内外での研究シーズ発表会を開催すること

によって前年比で受託研究費獲得額増を達成した。

また、附属病院については、特定運営費交付金の減少や診療報酬の改訂に対応するた

め、在院日数の短縮、病床稼働率の向上、ＤＰＣコーディング精度の向上等の増収策や、

医薬品・医療材料の値引き拡大、後発医薬品への切換促進、ＤＰＣ分析による包括医療の

適正化等の経費節減策を講じた。その効果もあって、平成２０年度収支決算において黒字

決算とすることが出来た。今後は、かねてからの課題となっている看護師不足、麻酔科医師

不足について強力な確保方策を講じ、病院経営基盤の強化に努めたい。

また、施設・設備の整備については、施設整備事業として、練習船「勢水丸」の建造、教

育学部校舎一号館の改修、総合教育棟Ⅰの改修、工学部校舎等改修を行った。附属病院

の医療機器整備として、長期借入金により疾患診断治療システム及び院内モニタリングシ

ステムの整備を図った。
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「Ⅴ　その他事業に関する事項」
１．予算、収支計画及び資金計画
　(1)．予算
　　決算報告書参照（http://www.mie-u.ac.jp/links/public/） 
　(2)．収支計画
　　年度計画及び財務諸表（損益計算書）参照（http://www.mie-u.ac.jp/links/public/）
　(3)．資金計画
　　年度計画及び財務諸表（ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ計算書）参照（http://www.mie-u.ac.jp/links/public/）

２．短期借入れの概要

　該当なし

（単位：千円）

運営費交付金収益 資産見返運営費交付金 資本剰余金 小　　　　計

１７年度 39,746 0 0 22,999 0 22,999 16,747

１８年度 54,096 0 28,217 3,691 0 31,909 22,187

１９年度 474,132 0 442,608 0 0 442,608 31,523

２０年度 0 12,275,010 11,359,765 224,878 0 11,584,644 690,365

合　　計 567,974 12,275,010 11,830,592 251,568 0 12,082,160 760,823

当 期 振 替 額
期末残高

３．運営費交付金債務及び当期振替額の明細

（１）運営費交付金債務の増減額の明細

交付年度 期首残高 交付金当期交付額
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（２）運営費交付金債務の当期振替額の明細

　①平成１７年度交付分
（単位：千円）

金　額 内　　　　　訳

業務達成基準に ①業務達成基準を採用した事業等：卒後臨床研修必修化に伴う経費
よる振替額 0 ②当該業務に関する損益等

　ｱ)損益計算書に計上した費用の額：0千円
　ｲ)自己収入に係る収益計上額：0千円

22,999 　ｳ)固定資産の取得額：工具器具備品 3,789千円 医療用器機 19,115千円
　　　　　　　　　　　　　　　建物附属設備 93千円
③運営費交付金の振替額の積算根拠

0 　卒後臨床研修必修化に伴う経費（22,999千円）については、十分な成果を上げたと
　認められることから、運営費交付金債務を全額資産見返運営費交付金へ振替。

計 22,999

期間進行基準に
よる振替額 0

0
該当なし

0

計 0

費用進行基準に
よる振替額 0

0
該当なし

0

計 0

0 該当なし

合    計 22,999

　②平成１８年度交付分
（単位：千円）

金　額 内　　　　　訳

業務達成基準に ①業務達成基準を採用した事業等：卒後臨床研修必修化に伴う経費
よる振替額 28,217 ②当該業務に関する損益等

　ｱ)損益計算書に計上した費用の額：28,217千円
　(人件費：16,386千円、消耗品費：6,479千円、備品費：5,351千円)

3,691 　ｲ)自己収入に係る収益計上額：0千円
　ｳ)固定資産の取得額：建物：1,471千円 建物附属設備 2,219千円
③運営費交付金の振替額の積算根拠

0 　卒後臨床研修必修化に伴う研修経費（31,909千円）については、十分な成果を上げたと
　認められることから、運営費交付金債務を全額振替
　（収益化額 28,217千円、資産見返運営費交付金 3,691千円）

計 31,909

期間進行基準に
よる振替額 0

0
該当なし

0

計 0

費用進行基準に
よる振替額 0

0
該当なし

0

計 0

0 該当なし

合    計 31,909

区　　分

運営費交付金収益

資産見返運営費交付金

資本剰余金

運営費交付金収益

資産見返運営費交付金

資本剰余金

運営費交付金収益

区　　分

運営費交付金収益

資産見返運営費交付金

資本剰余金

国立大学法人会計
基準第77第３項に
よる振替額

運営費交付金収益

資産見返運営費交付金

資本剰余金

国立大学法人会計
基準第77第３項に
よる振替額

資産見返運営費交付金

資本剰余金

運営費交付金収益

資産見返運営費交付金

資本剰余金

25



③平成１９年度交付分
（単位：千円）

金　額 内　　　　　訳

業務達成基準に ①業務達成基準を採用した事業等：卒後臨床研修必修化に伴う経費、再チャレンジ支援経費
よる振替額 27,222 　（就学機会確保の為の経費）、医師不足分野指導体制充実経費

②当該業務に関する損益等
　ｱ)損益計算書に計上した費用の額：27,222千円

0 　(人件費：23,477千円、備品費：840千円、その他の経費：2,905千円)
　ｲ)自己収入に係る収益計上額：0千円
　ｳ)固定資産の取得額：0千円

0 ③運営費交付金収益化額の積算根拠
　卒後臨床研修必修化に伴う研修経費（3,665千円）については、十分な成果を上げたと
　認められることから、運営費交付金債務を全額収益化。
　再チャレンジ支援経費（就学機会確保の為の経費）（80千円）は、十分な成果を上げたと

計 27,222 　認められることから、運営費交付金債務を全額収益化。
　医師不足分野指導体制充実経費（23,477千円）については、 十分な成果を上げたと
　認められることから、運営費交付金債務を全額収益化。

期間進行基準に
よる振替額 0

0
該当なし

0

計 0

費用進行基準に ①費用進行基準を採用した事業等：退職手当
よる振替額 415,385 ②当該業務に係る損益等

　ｱ)損益計算書に計上した費用の額：415,385千円(人件費：415,385千円)
　ｲ)自己収入に係る収益計上額：0千円

0 　ｳ)固定資産の取得額：0千円
③運営費交付金の振替額の積算根拠
　業務進行に伴い支出した運営費交付金債務415,385千円を収益化。

0

計 415,385

0 該当なし

合    計 442,608

資本剰余金

区　　分

運営費交付金収益

資産見返運営費交付金

資産見返運営費交付金

資本剰余金

国立大学法人会計
基準第77第３項に
よる振替額

運営費交付金収益

資産見返運営費交付金

資本剰余金

運営費交付金収益
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④平成２０年度交付分
（単位：千円）

金　額 内　　　　　訳

業務達成基準に ①業務達成基準を採用した事業等：教育改革、研究推進、連携融合事業、
よる振替額 214,425 　医師不足分野等教育指導推進経費、政策課題対応経費、その他。

②当該業務に関する損益等
　ｱ)損益計算書に計上した費用の額：214,425千円

132,461 　(人件費：113,794千円、消耗品費：41,389千円、備品費：13,680千円、
　　その他の経費：45,560千円)
　ｲ)自己収入に係る収益計上額：0千円

0 　ｳ)固定資産の取得額：工具器具備品：127,870千円、医療用機器：4,500千円、
　　　　　　　　　　　　　　　 図書：90千円
③運営費交付金収益化額の積算根拠
　教育改革、研究推進、連携融合事業、医師不足分野等教育指導推進経費、
　政策課題対応経費（９月入学支援経費除く）、再チャレンジ支援経費（教育経費）については、
　十分な成果を上げたと認められることから、運営費交付金債務を全額振替。
　（収益化額 188,199千円、資産見返運営費交付金 132,461千円）

計 346,886 　政策課題対応経費（９月入学支援経費）については、計画変更に伴う執行残 239千円を除く
　5,532千円を収益化。
　再チャレンジ支援経費（減免相当）については、最低減免単価に達しない端数分を除いた額
　16,566千円を収益化。
　国費留学生経費については、在籍者が予定数に達しないことによる未達分 906千円を除く
　4,126千円を収益化。

期間進行基準に ①期間進行基準を採用した事業等：教育研究活動活性化経費、附属病院機能強化経費、及び
よる振替額 10,018,056 　業務達成基準及び費用進行基準を採用した業務以外の全ての業務

②当該業務に関する損益等
　ｱ)損益計算書に計上した費用の額：10,018,056千円(人件費：10,018,056千円）

0 　ｲ)自己収入に係る収益計上額：0千円
　ｳ)固定資産の取得額：0千円
③運営費交付金収益化額の積算根拠

0 　学生収容定員が一定数（90％）を満たしていないため、未達分以外の期間進行業務に係る
　運営費交付金債務 10,018,056千円を収益化。

計 10,018,056

費用進行基準に ①費用進行基準を採用した事業等：基盤的設備等整備、土地建物借料、移転費、その他
よる振替額 1,127,284 ②当該業務に係る損益等

　ｱ)損益計算書に計上した費用の額：1,127,284千円
　(人件費：840,396千円、消耗品費：6,057千円、備品費：8,269千円、

92,417 　その他の経費：272,561千円）
　ｲ)自己収入に係る収益計上額：0千円
　ｳ)固定資産の取得額：建物附属設備：1,470千円、工具器具備品：90,947千円、

0 ③運営費交付金収益化額の積算根拠
　業務進行に伴い支出した運営費交付金債務1,127,284千円を収益化。

計 1,219,701

合    計 11,584,644

資本剰余金

区　　分

運営費交付金収益

資産見返運営費交付金

資本剰余金

運営費交付金収益

資本剰余金

資産見返運営費交付金

資産見返運営費交付金

運営費交付金収益
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（３）運営費交付金債務残高の明細

（単位：千円）

交付年度 残高の発生理由及び収益化等の計画

１７年度 業務達成基準
を採用した業 0 該当なし
務に係る分

期間進行基準
を採用した業 0 該当なし
務に係る分

費用進行基準 ・休職者給与の執行残であり、翌事業年度において使用の方途がないため、
を採用した業 　中期目標期間終了時に国庫返納する予定である。
務に係る分 16,747 一般施設借料

・土地建物借料の執行残であり、翌事業年度において使用の方途がないため、
　中期目標期間終了時に国庫返納する予定である。

計 16,747

１８年度 業務達成基準 国費留学生経費
を採用した業  ・国費留学生経費については、在籍者が予定数に達しなかったため、
務に係る分 670 　その未達分を債務として繰越したもの。

 ・当該債務は、翌事業年度において使用の方途がないため、中期目標期間終了時に
　国庫返納する予定である。

期間進行基準
を採用した業 0 該当なし
務に係る分

費用進行基準 休職者給与
を採用した業  ・休職者給与の執行残であり、翌事業年度において使用の方途がないため、
務に係る分 　中期目標期間終了時に国庫返納する予定である。

21,517 一般施設借料
 ・土地建物借料の執行残であり、翌事業年度において使用の方途がないため、
　中期目標期間終了時に国庫返納する予定である。

計 22,187

１９年度 業務達成基準 国費留学生経費
を採用した業  ・国費留学生経費については、在籍者が予定数に達しなかったため、
務に係る分 588 　その未達分を債務として繰越したもの。

 ・当該債務は、翌事業年度において使用の方途がないため、中期目標期間終了時に
　国庫返納する予定である。

期間進行基準 博士課程の学生収容定員が一定数（90％）に達しなかったため、
を採用した業 その未達分を債務として繰越したもの。
務に係る分 4,972  ・当該債務は、翌事業年度において使用の方途がないため、中期目標期間終了時に

　国庫返納する予定である。

費用進行基準 一般施設借料
を採用した業 25,962  ・土地建物借料の執行残であり、翌事業年度において使用の方途がないため、
務に係る分 　中期目標期間終了時に国庫返納する予定である。

計 31,523

２０年度 業務達成基準 再チャレンジ支援経費
を採用した業 　・再チャレンジ支援経費について、最低減免単価に達しない端数分を債務として繰越
務に係る分 　したもの。

 ・当該債務は、翌事業年度以降に使用する予定。
国費留学生経費
 ・国費留学生経費については、在籍者が予定数に達しなかったため、

1,191 　その未達分を債務として繰越したもの。
 ・当該債務は、翌事業年度において使用の方途がないため、中期目標期間終了時に
　国庫返納する予定である。
政策課題対応経費
 ・政策課題対応経費（９月入学支援経費）については、計画変更に伴い執行残が生じたもの。
 ・当該債務は、翌事業年度において使用の方途がないため、中期目標期間終了時に
　国庫返納する予定である。

期間進行基準
を採用した業
務に係る分 0 該当なし

費用進行基準 退職手当
を採用した業  ・退職手当の執行残であり、翌事業年度以降に使用する予定。
務に係る分 689,174 一般施設借料

 ・土地建物借料の執行残であり、翌事業年度において使用の方途がないため、
　中期目標期間終了時に国庫返納する予定である。

計 690,365

運営費交付金債務残高
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（別紙）

■財務諸表の科目

１．貸借対照表

有形固定資産：土地、建物、構築物等、国立大学法人等が長期にわたって使用する有形の

固定資産。

減損損失累計額：減損処理（固定資産の使用実績が、取得時に想定した使用計画に比して

著しく低下し、回復の見込みがないと認められる場合等に、当該固定資産の価額を回収可能

サービス価額まで減少させる会計処理）により資産の価額を減少させた累計額。減価償却累計

額等：減価償却累計額及び減損損失累計額。その他の有形固定資産：図書、工具器具備品、

車両運搬具等が該当。その他の固定資産：無形固定資産（特許権等）、投資その他の資産（投

資有価証券等）が該当。

現金及び預金：現金(通貨及び小切手等の通貨代用証券)と預金（普通預金、当座預金及び

一年以内に満期又は償還日が訪れる定期預金等）の合計額。その他の流動資産：未収附属

病院収入、未収学生納付金収入、医薬品及び診療材料、たな卸資産等が該当。

資産見返負債：運営費交付金等により償却資産を取得した場合、当該償却資産の貸借

対照表計上額と同額を運営費交付金債務等から資産見返負債に振り替える。計上された資産

見返負債については、当該償却資産の減価償却を行う都度、それと同額を資産見返負債から

資産見返戻入（収益科目）に振り替える。

センター債務負担金：旧国立学校特別会計から独立行政法人国立大学財務・経営センター

が承継した財政融資資金借入金で、国立大学法人等が債務を負担することとされた相当額。

長期借入金等：事業資金の調達のため国立大学法人等が借り入れた長期借入金、PFI債

務、長期リース債務等が該当。

引当金：将来の特定の費用又は損失を当期の費用又は損失として見越し計上するもの。退

職給付引当金等が該当。

運営費交付金債務：国から交付された運営費交付金の未使用相当額。

政府出資金：国からの出資相当額。

資本剰余金：国から交付された施設費等により取得した資産(建物等)等の相当額。

利益剰余金：国立大学法人等の業務に関連して発生した剰余金の累計額。

繰越欠損金：国立大学法人等の業務に関連して発生した欠損金の累計額。

２．損益計算書

業務費：国立大学法人等の業務に要した経費。

教育経費：国立大学法人等の業務として学生等に対し行われる教育に要した経費。

研究経費：国立大学法人等の業務として行われる研究に要した経費。

診療経費：国立大学附属病院における診療報酬の獲得が予定される行為に要した経費。

教育研究支援経費：附属図書館、大型計算機センター等の特定の学部等に所属せず、法

人全体の教育及び研究の双方を支援するために設置されている施設又は組織であって学

生及び教員の双方が利用するものの運営に要する経費

人件費：国立大学法人等の役員及び教職員の給与、賞与、法定福利費等の経費。
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一般管理費：国立大学法人等の管理その他の業務を行うために要した経費。

財務費用：支払利息等。

運営費交付金収益：運営費交付金のうち、当期の収益として認識した相当額。

学生納付金収益：授業料収益、入学料収益、入学検定料収益の合計額。

その他の収益：受託研究等収益、寄附金等収益、補助金等収益等。

臨時損益：固定資産の売却（除却）損益、災害損失等。

目的積立金取崩額：目的積立金とは、前事業年度以前における剰余金（当期総利益）のう

ち、特に教育研究の質の向上に充てることを承認された額のことであるが、それから取り崩しを

行った額。

３．キャッシュ・フロー計算書

業務活動によるキャッシュ・フロー：原材料、商品又はサービスの購入による支出、人件費支

出及び運営費交付金収入等の、国立大学法人等の通常の業務の実施に係る資金の収支状

況を表す。

投資活動によるキャッシュ・フロー：固定資産や有価証券の取得・売却等による収入・支出等

の将来に向けた運営基盤の確立のために行われる投資活動に係る資金の収支状況を表す。

財務活動によるキャッシュ・フロー：増減資による資金の収入・支出、債券の発行・償還及び

借入れ・返済による収入・支出等、資金の調達及び返済等に係る資金の収支状況を表す。

資金に係る換算差額：外貨建て取引を円換算した場合の差額相当額。

４．国立大学法人等業務実施コスト計算書

国立大学法人等業務実施コスト：国立大学法人等の業務運営に関し、現在又は将来の税財

源により負担すべきコスト。

損益計算書上の費用：国立大学法人等の業務実施コストのうち、損益計算書上の費用から

学生納付金等の自己収入を控除した相当額。

損益外減価償却相当額：講堂や実験棟等、当該施設の使用により一般に収益の獲得が予

定されない資産の減価償却費相当額。

損益外減損損失相当額：国立大学法人等が中期計画等で想定した業務を行ったにもか

かわらず生じた減損損失相当額。

引当外賞与増加見積額：支払財源が運営費交付金であることが明らかと認められる場合の

賞与引当金相当額の増加見積相当額。前事業年度との差額として計上（当事業年度における

引当外賞与引当金見積額の総額は、貸借対照表に注記）。

引当外退職給付増加見積額：財源措置が運営費交付金により行われることが明らかと認め

られる場合の退職給付引当金増加見積額。前事業年度との差額として計上（当事業年度にお

ける引当外退職給付引当金見積額の総額は貸借対照表に注記）。

機会費用：国又は地方公共団体の財産を無償又は減額された使用料により賃貸した場合の

本来負担すべき金額等。
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